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これやっぱり10年、15年ですから、こういった

ところの整備もまた必要だろうと思いますし、

ぜひひとつレインボープランの根本を生かせる

ような、安全・安心な農産物づくりのために、

いろいろと知恵を絞りながら、一つずつ実践し

ていきたいというふうに思います。 

以上です。 

○鈴木良雄議長 大沼 久議員。 

○１３番 大沼 久議員 今、お答えいただきま

したのですが、一般企業でいいますと、運転資

金５年です。設備が７年ということで、国民生

活金融公庫からは大体スパンがなっております。

したがって、やはり農業もその感覚を持たない

と、今までなぜ農業が自立できなかったかとい

えば、補助金がやっぱりあったと、すべてにお

いて。そのことを補助金は補助金としてもらい

ながら、収入の一部に加えていたということが

やはり大きな伸びれない状況だと思うので、こ

れからの補助金のあり方は、やはりそこに企業

的センスを持ちながら、一般の企業の皆さんが

努力している、その過程の努力もみんながやは

り分かち合うということが大切だと思いますの

で、その点について、抜本的にやはり長井とし

て取り組む姿勢をもう一度お伺いしたいと思い

ます。 

○鈴木良雄議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 基本的におっしゃるとおりだと

思います。高度成長のとき、日本長期信用金庫、

長期という名前つけますね。興業銀行なんてい

うのは、相当、業界団体にはべらぼうに貸した

のですよね、長期にわたって。個々にはそのと

おり短いわけですから。やっぱり大沼議員の地

元の産直、一銭も補助金なんて欲しいとも何と

も言ってこないのですね。これが皆さんが土地

を出し合って、こう片屋根をつくって、雪の間

は今あれですが、初年度400万、次1,200万、

2,200万、４年目で3,400万、それは１億円を目

指すと、これは「伊佐沢の未来を語る会」で高

らかにうたい上げられておりますが、これはや

っぱり一つの大いに参考になると思いますね。

歌丸の里なんかもはっきりそうなのですよ。補

助金をもらうために、どれぐらい書類があって、

時間かかって、手間かかるんだと。そんなもの

だったら、企業努力でやるんだというので、あ

そこほとんど補助金なし、というところが伸び

ているんですよ。堅実にやっているんですよ。

補助金ないからだめだなんて言ってないのです、

本当の人たちは。というところもしっかり理解

しながら、皆さんにも補助金、補助金という人

にはそのことをお話ししておりますが、やっぱ

り姿勢としてはおっしゃるとおりだと思います。 

○１３番 大沼 久議員 終わります。 

 

 

鈴木武次議員の質問 

 

 

○鈴木良雄議長 次に、順位２番、議席番号16番、

鈴木武次議員。 

（16番鈴木武次議員登壇） （拍手） 

○１６番 鈴木武次議員 おはようございます。 

今定例会で政和会を代表いたしまして、私が

質問をさせていただくこととなりました。よろ

しくお願いを申し上げます。 

長井市の行政能力の発揮で、地域全体がなお

一層豊かさと活力に満ちることを願いながら、

通告してあります点について、市長、教育長、

企画調整課長、建設課長の皆様からご答弁をい

ただくものでございます。 

まず、市長の施政方針をお聞きして、私が感

じましたことを申し上げてみたいと思います。 

市長は、「自主・自立」を訴えられまして、

バブル崩壊後の厳しい低成長期に、財政再建に

取り組み、もだえ苦しみながら今日まで５年間

来たなと、こう思います。就任をなされて、よ

うやく６年目というところでございますけれど
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も、「自主・自立」、そして改革・前進の市長

の思いが今ようやく市民に理解され始められた

なと、こう思うところでございます。 

改革・前進・全員参加を唱えられますけれど

も、このすべてがこれからが正念場というとこ

ろではないでしょうか。そして、県民所得７番

目とはおっしゃいますけれども、市民の生活は

決して楽なものではございません。市民生活重

視で無理のない政策の実施に当たっていただき

たい、そして過ちのない改革・前進の市政とし

てほしいとお願いをいたします。 

まず、中心市街地の活性について申し上げま

す。中心市街地の自営業と言われる皆さんは、

長い経済不況にさらされまして大変な思いをな

されておりますことは、市長もご承知のことと

思いますけれども、中にはたくさんの悲しい思

いを残して静かにシャッターをおろす。町はひ

っそりとして、ぬくもりの感じない、実に寂し

い状況が現在見られるわけでございますけれど

も、このことは見逃してはならないことと思う

ものであります。 

市長の施政方針ですと、まちづくりの基本は

ＮＰＯのように思いますが、構想や着目の点に

つきましては大変いいことでありますけれども、

ＮＰＯにこのまちづくり事業をすべて丸投げす

るようなことでは問題があるのではないのかな

と、こう思うものであります。特に中心市街地

活性については、行政は行政の立場で将来を見

据えて、関係する皆さんと協議をしながら進め

なければならないことだなと、こう思うのであ

りますが、長井市の中心市街地も空洞化の現象

を見せておりますけれども、これ以上、寂しい

空洞化に導くようなことがあってはならないと

思います。この際、思い切ってまちの環境を変

えることが大事だと思いますので、市の職員も

まちづくりのために、先進地と言われるまちづ

くりで成功なされている地域に、職員を派遣い

たしていただいて研修していただいたならば、

もっと一歩進んだまちづくりができるのではな

いか、指導もできないような、相談にも応じる

ことのできないような環境にあるのが現在では

ないでしょうか。このことを考えまして、市職

員の研修についてどのようにお考えなのか、市

長のお考えを伺います。 

次に、構造改革特別区域についてお伺いをい

たします。 

ＮＰＯ法人が現行法制度では認められていな

い農地の利用権を取得できるように構造改革、

特区の認定実施に取り組むことで側面支援しと、

施政方針にありますが、中身がなかなか見えな

い。現在進めておられます農業振興策との関係

や、農業委員会との関係、想像のつかない構造

改革特別区の認定実施のように思われるのであ

りますが、非常に疑問も多い、構造改革特別区

域の認定であります。担い手協議会や、認定農

家等の関係する機関組織との意見聴取など行っ

ての構造改革特別区域の認定なのか、今まで進

めてこられましたことに対し、趣旨等も含めな

がら、構造改革特別区域の認定実施計画につい

てお伺いをいたしたいと思います。 

次に、地域文化の活用で50周年。市政施行50

周年を財政再建中の最も大変な時期に迎えたわ

けでございますけれども、市長は、派手になら

ないようにとつつましい思いのように思います

が、この場合、市民の力をおかりして、伝統文

化の発表会、地域にたくさんございます無形文

化財を対象といたしました市民大文化祭を計画

していただきますと、経費の割には効果がある。

そして、多くの市民の皆さんが気安くお集まり

をいただけると、こういうような考え方もある

と思いますけれども、教育長については、この

ことについてお伺いをしたいと思います。 

次に合併でございますけれども、公立置賜病

院の長井、南陽、川西、飯豊の二市二町を枠組

みとして、平成17年の合併事業を目的に向けて、

現在協議進行中のようでございますけれども、
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これまでの歴史を踏まえますと、長井には、も

ともと郡役所のあったところでございまして、

西置賜のかなめでもあったと思います。現在も

買い物動向状態を見ますと、やはり現在も西置

賜のかなめとしての人の流れがあるようでござ

います。白鷹、小国の二町をも合併に参加させ

るべく努力をしなければならないのではないか

と私は思うものであります。 

そして、二市四町で人口約12万人強になりま

すけれども、大きな構想のもとでのまちづくり

に合併を考えていかなければならないと思いま

す。その合併の背景等につきまして市長のお考

えを伺いたいと思います。 

次に、農業集落排水事業未実施地域について

の今後の計画についてお伺いしたいと思います。 

長井市の農業集落排水事業は、１工区の完成

を５年、そして一自治体は２工区まで着工でき

るのだ、こういうような考え方から今泉、そし

て大久保の順で２工区の完成をしたわけでござ

いますけれども、広い範囲の事業計画を残しな

がら事業の変更とされました。西根工区を除く

未実施地域にはいまだ事業変更の説明もないま

ま、今日まで来ていると思います。 

未着工地区の今後について、どのような対応

をなされるのか、変更後の工事計画、その対処

策を含めまして、今後の推進策について建設課

長からお伺いをしたいと思います。 

次に、公立置賜病院について。第一次の医療

は医院で、そして第二次の医療は入院施設の調

った医院で、第三次は心臓手術を行える病院が

条件だと。第三次医療を行う病院は常時専門医

師の待機、置賜病院はその救急救命と第三次高

度医療の医療行為ができる病院の建設、このよ

うな計画のもとに私どもはそれを信じて今日ま

で来たわけでございますけれども、お医者さん

の話ですと、この話は、「うーん、高度医療

か」と、こういうようなことで、なお一層私ど

もが疑問視しなければならないような返事しか

いただけないのが現実にあるわけでございます。 

開院は、この目的の高度医療体制が確立され

ないままに開院してしまったなと、こう思うの

であります。第三次の高度医療を住民の命を守

るとしながら、約束し、実現しないのはなぜな

のだか、当初計画を見極めて、市長は現在管理

者、住民に優しい高度医療の実施に心をすべき

ではないかと、こう思うものであります。現在

の医療体制をどのように見ていられるのか、医

療体制についてお伺いをするものでございます。 

次に、最後になりますけれども、長井病院の

５階、６階の病棟復活はできないか。この件に

ついては、私は理屈抜きで考えていただきたい

と、こう思います。お年寄りなどは、あの病院

のあいているところを見て、もったいないなと。

何とか生かしていただけないのかな、こういう

ような声がかりがあるわけでございますけれど

も、特に悩める方は、置賜病院に入ろうとして

も断られる方が多い。こんなことを考えますと、

５階、６階、相当広いわけでございますから、

市民が安心して生活できるまちづくりのために、

５階、６階を空にしておかない。生かして使う

のが、人を救う、人を助ける、困っている人を

応援してあげる、こういう結果につながると思

います。 

市長は、今までも多くの議員から、福祉に使

えないか、こういう質問がなされてきたにもか

かわらず、本気でこの件について取り組んで協

議をなされた経過がございますものか、その点

も含めながら、今回は改めて病棟化について、

ご意見を伺いたいと思います。 

以上、壇上から質問を終わりたいと思います。

ありがとうございました。（拍手） 

○鈴木良雄議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 鈴木委員のご質問にお答えを申

し上げます。 

  まず、中心市街地の活性化ついてであります。

言うまでもなく、この中心市街地の衰退、空洞
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化、これはもう日本のどこの都市、中小都市の

全体の問題ですね、大都市を除いて。中心市街

地の機能は、商業機能だけではなくて、市民の

皆さんの意識に合わせて、例えば高齢者に優し

い市街地、あるいは新しい事業を興せる場所、

あるいは地域の顔としての役割などが求められ

ていると思います。 

  長井市の中心市街地の空き店舗数は平成15年

１月の調査では、13年の１月に比較して横ばい

であります。特徴的なのは、商店とか従業者数、

販売額とも、個人従業者の比率が一貫して低下

しておりまして、法人の比率が高まっておりま

す。 

  これにあわせて、これに対応して、平成11年

以降、長井市では市内の皆さんの商店街の交流

会、あるいはまちなか活性化事業、あるいはま

ち並データベース作成事業、さらにまちなか再

生プラン実験事業、さらに桑島記念館の改修事

業、さらに、まちなか散策ガイドの事業、そし

て、今もフットパスワーキンググループなどに

よるルート及び名前の検討など相当事業を展開

してまいったと思います。 

  また、空き店舗を活用しました山形工科短期

大学校生の卒業制作への協力等も行っていただ

いておりますし、今年度は十日町に「ぬくもり

の壁あやっか」が製作され、オープンをいたし

ました。そのほかにも商店街の皆様による活性

化のための検討にはその都度加わっていただい

ておりまして、具体的なプロジェクトにもメン

バーとして参加をしていただいております。そ

して、商工会議所とも共同して取り組んでまい

りました。 

  担当課の職員の研修については、総合支庁で

主催する視察研修、あるいは商工会議所の商業

部会での視察研修等に参加させていただいてお

ります。 

  平成16年度におきまして、第四次長井市基本

計画の重要事業であります、長井市市街地商店

化活性機関の設置、及び基本政策、市民との協

働による中心市街地の活性化に向け、市民の皆

様、商店街の皆様が連携する事業を公募して、

委託を実施していきたい。 

  ＮＰＯはまだまだ発展途上でありまして、意

欲を持っていらっしゃる方もいらっしゃいます。

これはまちなかだけにもとどまりません。例え

ば環境美化で最上川水園のあれを市が業者に草

刈りをするなんていうよりは、我々でやるから、

それは予算で少なくなるから、我々にどうだと

いう声もありますし、いろんな需要があると思

いますね。だから、これはＮＰＯに対する支援

というのはやっていきたいと思いますが、丸投

げするつもりは毛頭ありませんので、ご理解を

いただきたいと思います。 

  次に、構造改革特別区についてであります。

まず、ご理解をいただきたいのは、この認定は

国がするのですね。申請を市がすると。国に権

利があるのですよ。それも例外的なんですよ、

あれはね。全体的な権限は全然さっぱりそのま

ま国にあるのですね。現に農地についても、も

っと有効利用はできないか、例えば遠野市なん

かも、観光とか何とかでいろいろやっても、全

部最後には農林省の壁が厚くてはねつけられて

いるという、これが実情なのです、これは。し

たがって、なかなか所有者がほかの人に移ると

いうわけには、今の農地法できませんから、市

が間に入って、市がおかりして、それを今度は、

また貸しという言い方はおかしいですが、市が

間に入って、そのおやりになりたいというとこ

ろのご希望を聞いてそれを申請する、役所も一

緒に応援するというのがこれからでありまして、

そのときには当然、農業委員会の皆さんがやっ

ぱり中に入っていただくとか、それは運営委員

会の皆さんの固有のお仕事だろうと思いますし、

担い手協議会の皆様や、認定農業者の皆様とも、

大枠は私は話をしているつもりであります。た

だ、具体的になってから、やっぱりなおどうい
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うふうにしていただくかということをお話しし

なければならないわけでありまして、ある企業

が優良農地を買い占めるなんていうのは、今の

法律はできません、これは。それはご理解をい

ただいておいて、その中でもやっぱり農地の有

効利用をどうするかという面で、意欲のある皆

さんの事業についてこのサポートをしていきた

い、申請をしていきたい。どうも、しかし、認

めるのは、今までの例から言うと非常に難しい

と、こういうところでありますので、ぜひご理

解をいただいてご支援をいただきたいと思いま

す。 

  ３番目の地域文化の活用で50周年を。私は基

本的にそのとおりなのですよ。そのとおりであ

る。例えばこの記念式典なんかも、あいさつ終

わって飲んで終わりと、こうではないと私は思

っていますから、これはやっぱりディナーショ

ーというまではいかなくても、伊佐沢の子供た

ちの念仏踊りであるとか、あるいは子供獅子で

あるとか、あるいは非常に評価の高い川窪の、

お年寄りの皆さんの大黒舞など、 

（「大黒舞」と呼ぶ者あり） 

○目黒榮樹市長 大黒舞、そうそう。このごろち

ょっと忘れちゃって、すみません、年を取って。 

  やっぱりこういう地元のあれをその中で１時

間半なら１時間半、やっぱりやって、ディナー

ショーとまでいかなくても、やっぱりそれはド

イツから来た人でも、中国から来た人でも、よ

そから来た人にも見ていただけるようにしたい

というのが、まず私は基本的なものでありまし

て、それから、第九は何もそのためにやるので

はなくて、これは通年の文化事業でずっと積み

重ねてきたものであります。合唱団もだんだん

ふえてきて、男性合唱団も出てきた。オペラ歌

手を呼んでバンドでオペラをやったと。去年は

長井でオペラもやったと。これはやっぱり50周

年なら自分たちは参加費を払っても、やっぱり

第九をやってみたい。13市で第九をやっていな

いのは長井市だけだと。そういうものかなと、

私は初めて聞きましたけれども。そういうこと

を市民の皆さんが自発的にやってこられたから、

それはこの50周年特別枠の予算をつくったので

はなくて、例年の文化事業の予算の中で、工夫

をしながら、そしてなおかつ、東京芸大の皆さ

んにも応援してもらうとすれば、前の日あたり

はやっぱり小・中・高校生の音楽の好きな人の

音楽教室をやる、これはやっぱり子供たちに参

加を呼びかけるという意味で非常に大事であり

ますから、やっぱりそういったことを考えなが

らやっていきたい。 

市民の皆さんの参加と、あるいは時代を担う

小・中・高校生の皆さんの参加ができるように、

念仏踊りであろうと、子供獅子であろうとやっ

ぱりすばらしいものがありますから、やっぱり

そういったものを組み入れていく、そういう記

念式典なり50周年記念事業にしていけないかな

というふうに私は思っているところであります。 

なお、詳細につきまして、教育長の答弁を取

っちゃったから、すみません。後で、教育長の

方がしっかりしていますから。 

  それから合併について。これはご指摘のとお

り、私は何度も申し上げますが、置賜一円が一

番いいと思っています。その中でもやっぱり財

政規模がいろいろあるけれども、米沢抜きにし

ては考えられないよというふうに前は思ってい

ました。しかし、17年の３月というあれから言

うと、やっぱり首長さんも変わっちゃったしね。

ともども全有権者からアンケートをとるなんて

いうのはちょっと間に合わないかなということ

になるから、それはやっぱり次善の策として、

二市二町で、まずは事務的に入ろうと。内容が

問題だから。市民の皆さんに、例えば同じ負担

でサービスが上がるように、あるいは負担を下

げてもサービスが今と同じように市民サービス

ができるように。できれば負担下げてサービス

が上がれば一番いいのですが、そううまくはい
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かんと思いますけれども、そういったいろんな

ことを全部想定した、中身が私は問題だと。だ

から、入ってくださいと９月はお願いしたつも

りでありますし、恐らく足並みがそろえば、３

月の南陽の市議会選挙、４月の川西の町長選挙

が終わったら、５月に任意協議会なんてあんな

ものは、もう、あんなものという言い方はおか

しいですが、これはもう米沢ともやりますから、

だって、吸収ではなくて対等で行くよと。名前

もこれからやるよと。これで大体２カ月もやっ

ちゃったのですからね、あれはね。吸収か対等、

これはもう大体合意がついていますから、その

ときにはいきなりやっぱり対等で行くべきだと

いうことでありまして、ご指摘の二市四町等に

ついては、それは粘り強く働きかけていくこと

は大いに賛成ですが、現状を見ますと、やっぱ

り提案権がある首長さんがやらないというので

あれば、やっぱり議会でもなかなか大変なので

はないかな。時期がある程度区切っていますか

ら、そういったことは、議員の皆さんから、そ

の町の提案権をお持ちの方に働きかけていただ

くというのがいいわけで、私はもう随分やりま

したから、これからもやりますが、やっぱり議

会の皆さんのそれぞれの働きかけがそのまち、

そのまちがやっぱり参加していただくという方

向であれば、私は大いに歓迎すべきことなので

はないかなというふうに思います。 

  次に、第三次高度医療についてですね。ご案

内のとおり、置賜公立総合病院は急性期を目的

とした治療でありまして、高度医療を行ってお

ります。特に心臓の疾患、それから脳疾患、が

んの治療につきましては、さまざまな高度な機

械を備え持ち、この治療を行っている。心臓に

ついても心臓血管外科を標榜しまして、２名の

専門医師がおりますし、脳外科についても３名

の専門医師が配置されている。心疾患とか脳疾

患の患者さんにつきましては、救急車で搬送さ

れることが多いわけですが、到着の医師が診察

し、その後すぐ専門の医師に、必要があれば呼

んで治療に当たっているわけでありまして、専

門医師が24時間待機とはいきませんけれども、

それに準じた方法で高度医療を行っておる、救

命救急センターが設置されていて、心臓の手術

も可能でありますし、脳疾患についても可能で

あります。手術後は集中治療室で診療を行うこ

とについてなど、また、がんにつきましても放

射線治療も行っておりまして、いわゆる三次と

言われる高度医療は担っているというふうに考

えます。 

  さて、この現在の体制についてですが、今ま

で山形大学付属病院や県立中央病院まで行かな

ければ受けられなかった治療が置賜総合病院で

ほとんど可能になったわけでありますから、患

者さんやご家族の時間的制約、経済的、遠くま

で行く必要がなくなったという意味については、

住民の方々がこのメリットを認めていただいて

いると思います。これも高度医療ができること

になったことによって、米沢やほかの地域から

も、置賜全体から患者さんがふえておりまして、

置賜住民の命を守るとりでができたことは大変

いいことだと思います。ただ、患者さんがどう

も置賜総合病院に集中して、そのためにやっぱ

りちょっと手術が遅くなったり、検査がおくれ

たりという影響が出るため、これはやっぱりバ

ランスのとれたように、一次治療は地域のお医

者さんや、この長井の病院でやるというような

病診連携、病病連携、これが今の緊急の重要な

課題だと思います。 

  ベッドが混み合って患者さんが待機している

こと、ある程度症状の落ち着いた患者さんは退

院していただいているわけでありますが、退院

についての不安や心配があれば、医療連携室の

ケースワーカーにご相談をいただきたいという

ふうに思います。できれば、やっぱり空いてい

れば、長井の病院でお受けするということが、

これは大切なのではないかというふうに思って
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おります。 

  ５階、６階、これが一番難しいんですね。私

は庁内でも、佐々木議員からのご提言、ご質問

で２回ほど検討をしてみました。それから、政

府管理者でも何度か発言をしたことがあります

が、５階、６階に使用するエレベーターの周り、

非常階段は、これは置賜病院組合のものなんで

すね。それでまず、病院組合の了解が必要だと。

おまえは管理者だから、一発で大丈夫だろうと。

そうもいかないのです、これ政府管理者、同等

だから。 

  それから病室をふやすには、医師の確保が必

要なのですが、この医師の確保が、今度は２年

間研修医があれしなきゃいけないということで、

これがまた山形県に少なくて大変なんですね、

医師の確保が。今でも長井病院では2.8人不足

ですから、例えば500床ふやせば３人、100床ふ

やせば６人、これ医師の確保は物すごく今大問

題です。昔は、というか、小さい病院を抱えて

いる首長なんていうのは、医師の確保が重要な

仕事で、必死になってあっちこっち回っていた

んですね。それが今少し免除されただけでも、

私は大変ありがたいと思っているのですが、小

さいところはそうですよ、今でも。それで、北

海道なんか3,000万で、もう来ないんだよね。

首長なんか1,000万ちょっとなのに、３倍出し

ても来ないという、こういう今の現状があって、

特に若いお医者さんは、一番いいところで中心

地しか行きたがらないと、正直言ってあります

ので、そういった意味でも非常に大変かなとい

うふうに思っております。 

  なお、では、長井市で単独で開設するという

なら、設置班が変わりますから、玄関、厨房、

薬局、検査、レントゲンなど、独自につくらな

ければならない。これはもうべらぼうにかかり

ます。 

  それから、置賜公立病院の建設に当たり、国、

県から補助金を受けておりますから、これが長

井市がやるとなったら、補助金の返還もあり得

ると、こう言われています。やっぱり今のとこ

ろは、基幹病院は急性期病院でありますので、

紹介率30％以上、在来日数16％以内という縛り

もありますから、基幹病院、南陽病院は90％以

上、長井も80％以上、今のところ超えておりま

すので、空いているところは空いているところ

で使いながら、やっぱりこういった縛り、助言、

当初のあれをしっかりとクリアできるというこ

とでないと、現実は不可能でありまして、私も

座談会に行くたびに、このことはほとんどのと

ころで言われるのですよ。私はやっぱり市民の

皆さんの大きな要望だと思いますし、もったい

ないということも全くそのとおりでありますが、

ここはやっぱりちょっと大変なクリアしなけれ

ばならない課題が多いなということを思ってい

るところであります。 

  地域文化と農業集落排水については、教育長

と建設課長からご答弁させていただきます。あ

りがとうございます。 

○鈴木良雄議長 中井 晃企画調整課長。 

○中井 晃企画調整課長 それでは、構造改革特

別区域につきまして、お答えいたします。 

  この構造改革特別区域でございますけれども、

平成14年の７月に内閣に推進本部が設けられ、

進められているものでございます。目的といた

しましては、規制改革を行いまして、民間の活

力を最大限に引き出す、また、地方の活動なり

民間の活動が自由に行えるような規制緩和を図

るというのが目的にされましてつくられている

ものでございます。14年と15年に４回にわたり

まして提案の募集を行っております。延べの提

案団体といたしましては、約1,300団体より

4,000件の構造改革の提案が行われております。

この提案を受けまして、国の方では、平成15年

になりましてから、３回にわたりまして特区の

認定を行っております。一次の認定で57件の認

定がございました。その次の二次で60件の認定
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がありまして、三次では72件の認定が行われて

おります。 

  こうした認定を受けまして、農林水産省の方

では、平成15年の４月１日より、全国的に特区

の申請を受け付ける事項といたしまして、農業

分野につきまして、六つの分野の特区を受け付

けるということを示しております。今回、長井

市で申請をさせていただきましたのも、この農

業農林水産省が示しました六つの分野の中の一

つに申請しておりまして、内容といたましては、

農業生産法人以外の法人が農地法の特例を受け

て農作業を行うことができる、農業活動を行う

ことができるというところで申請をさせていた

だいたものでございます。 

  内容といたしましては、レインボープラン特

区ということで、食の安全・安心を支える農業

活動が行える企業の参入を認めるというので申

請をさせていただいております。 

  考え方といたしましては、農林課の方で示し

ております環境保全型の農業を踏まえた農業活

動を行っていただくというのを条件にしており

ますし、また、レインボープランで示しており

ます地域循環といった考え方を踏まえた農業活

動を行うというのを条件にしております。実際

に参入できるというふうに想定しております企

業の条件といたしましては、長井市内に事業所

を持つ、あるいは本部といいますか、会社その

ものを長井市内に持っているという団体で、み

ずから農業を行おうとする団体に限り、農業参

入を認めようということで申請をしております。 

  今のところ、どういった団体にこれを認める

かというところが出てまいりますけれども、特

区として認定が出ました後は、農業委員会との

調整も当然ございます。市の考え方に沿った団

体であり、なおかつ土地の所有者と、その農業

関係者、農業委員会の方と協議が行われまして

合意がとれるところにつきまして、市が地権者

より土地を借り受けまして、団体に再度貸し出

しをするというようなやり方で対応したいとい

うふうに考えております。 

○鈴木良雄議長 竹田辰雄教育長。 

○竹田辰雄教育長 ご質問にお答えいたします。 

  市政施行50周年の記念事業に地域文化といい

ますか、あるいは伝承文化といいますか、そう

いうものを活用していったらどうかというご提

言でございますが、基本的には私も趣旨に賛成

でございます。市長の方から答弁がありました

ように、具体的にはこれから実行委員会を立ち

上げて検討されるということになるわけであり

ますが、ご提言いただいた趣旨を十分反映でき

るように、私の方からも働きかけていってみた

いというふうに思っております。 

  また、教育委員会所管で毎年実施しておりま

す長井芸術祭であるとか、市民展であるとか、

あるいはご協力いただいて実施している長井マ

ラソン大会とか、さまざまな事業がございます

けれども、それらについても市政施行50周年記

念という冠をつけて、そして内容的にもできる

だけそれにふさわしいものになるように趣向を

凝らしてみたいと、そんなふうにも思っており

ます。ご提言いただいたものについては、長井

芸術祭の中でも生かせないかどうか、その辺も

今後に向けて検討してみたいというふうに思っ

ております。 

  以上でございます。 

○鈴木良雄議長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 私の方からは、農業集落排

水事業の未実施地区についてご説明を申し上げ

たいと思います。 

  生活排水処理の事業分類としましては、大き

く分けまして、一つは個別処理事業、もう一つ

は集合処理事業の二つに区分されます。個別処

理事業については、現在実施しております、個

人で設置します合併浄化槽の設置、整備補助事

業がそれに該当いたします。 

  もう一つの集合処理事業としましては、中央



 

―４４― 

＋

＋

＋

＋

地区を中心に行っています公共下水道事業、そ

れから先ほど議員の方からお話がありました今

泉、大久保地区の農業集落排水事業がこれに該

当いたします。しかし、特に農業集落排水事業

につきましては、家屋が点在していることによ

りましてコストが非常にかかります。多額の建

設費を要することから、山形県で平成13年度に

生活排水処理施設整備基本構想の見直しを行っ

ております。その中で、今後コストの高い、農

業集落排水事業の新規採択は困難となったとこ

ろであります。そのことを受けまして、長井市

としましても、平成14年度に生活排水処理計画、

庁内調整会議を開催しまして、今後の生活排水

処理の整備手法を検討したところであります。

その結果、西根中地区につきましては、特定環

境保全公共下水道事業、いわゆる特環でありま

す。で、整備することにいたしまして、ほかの

地区は浄化槽を市で設置し、市で維持管理して

いく現在の事業名が、浄化槽市町村整備推進事

業を実施していくことで、今後の生活排水処理

の整備手法を変更したところであります。 

  それを受けまして、現在、庁内の中で検討を

行っております。間もなく基本構想を、基本計

画をまとめまして、平成16年度に関係機関との

調整、排水計画や条例等をまとめまして、地元

に説明会を開催するなどしまして、平成17年度

から事業を実施したいというふうに考えており

ます。 

  なお、その見直しの説明の経過でありますが、

平成10年当時に、西根中地区に説明を行ったほ

かに、議会におきましても、産業経済常任委員

会の協議会、及び産業経済常任委員会の協議会

にご説明申し上げ、なお、本会議におきまして

も、大道寺議員からの質問に対しまして、お答

えをしたところであります。 

  なお、地元の説明としましては、15年１月19

日の伊佐沢の将来を語る会、水と暮らしについ

てのテーマでありますが、その中で農林課長が

変更の内容について説明を行っているとのこと

でありました。 

  また、平成15年５月１日発行の市報におきま

しても、「生活排水処理計画のお知らせ」とい

うような中で説明を行っております。 

  なお、基本計画がまとまった段階で、地元に

説明会などを開催してご理解を得たいというふ

うに思っております。よろしくお願いします。 

○鈴木良雄議長 鈴木武次議員。 

○１６番 鈴木武次議員 順次お答えをいただい

たわけでございますけれども、中心市街地の活

性については、いろんな関係機関との研修で、

いいではないのかというような解釈ができるよ

うなお答えだったと思いますけど、滋賀県の長

浜町、黒壁ですか、あのまちづくりを私ども、

研修させていただいて、こうする、ああすると

いうことよりも、何かしなければ、この商店街

はなくなるんだというようなことで、何かする

かというような発想のもとに、行政の皆さんと

相談してもなかなからちが明かないというよう

なこと、それで、100万円ぐらいずつ金持って

こいと言った人が、何かを始めて、今の黒壁と

いうすばらしい観光の名所にもなっている状況

をつくっているわけですから。でも、そういう

ところにのみ、私は研修に行けというのではな

いのですね。職員の皆さんは、やはりこういう

ことについて研修したいとか、ああいうことに

ついて知識を得たいとか、こういうようないろ

んなことがあると思うのですね。ですから、よ

く言われる汽車賃などはあげられないけれども、

その休暇になるというようなことのないような

配慮をして、好きな場所で好きに研修して知識

を得てもらう、早く言うならば、タオルに水を

いっぱい含ませてきて長井で絞ってもらうと。

こんな考え方で職員の研修、お願いしたらどう

かなと、こう思います。ですから、団体でいろ

んなところに、ここの組織の皆さんと関連しな

がら、研修しているからたくさんだということ
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は、やはり何か考え方として弱い、こう思った

ところです。 

  それから、構造改革の特区でございますけれ

ども、課長の話ですと、欲しいところ、申請が

あったら、行政がそれをあっせんしていくのだ

と、こういうようなとらえ方をされますけれど

も、出し手がいないにもかかわらず、そこに設

定していくのかな、こんな疑問もあります。 

  それから法人でございますけれども、長井市

が認める法人でなければとか、事業所がとかっ

ていろんな条件がありながら、でも、法人組織

をしたら、だれでもがこの特区の中に入って農

業というような仕事に従事されると、こういう

ような解釈もできるのではないかと。そうしま

したときに、農地にはだれでも自由に入れるよ

うな環境が出てくるのではないのかと、認定農

家の皆さんが非常に困ってくるではないかと、

こんな心配がされるわけですけれども、そのレ

インボープランの理念と、述べ申されているよ

うですけれども、長井にはバーク堆肥というの

も生産されているわけでございますから、こう

いうバーク堆肥との関連なども含めて、どうい

うふうにレインボープランというものを進めた

らいいのかというのも課題にはなってこないの

か、その他企業でも、24時間で堆肥づくりをす

るというようなことをなされたりしております

から、レインボープラン一つだけを対象にして

立ち上げるということは非常に難しい。といっ

ても、レインボープランの堆肥、バーク堆肥、

そして企業がつくっている堆肥、この三つはす

べてレインボープランの理念に基づいて製造さ

れてくるものだなと、こう思います。ですから、

そういうようなことを考えたときに、レインボ

ープランの現在の組織のみでこの特区に該当さ

せていくのかというようなことについても、ま

ずお考えをお聞きしたいと思います。 

  地域文化の活用については、やはり第九を歌

う、こういうようなことで、特定されたわずか

な人数にしかならないと思うのです。私は国民

文化祭の成功をやはり評価して、あの手法でだ

れでも参加できて楽しめるような、そういう50

周年にしてもらいたいと。全市民が喜ぶべき儀

式ではないのかと、こう思ったところでござい

ます。このことについて、この国民文化祭の教

訓を生かしていくような気があるのかないのか、

その辺はお聞きしたいと思います。 

  合併については、背景はいろいろあると思う

のです、やはり。私は「自主・自立」とか、そ

ういうようなことで、市長、個性的なまちづく

りをなされるようですけれども、やはり地域全

体が幸せにならなければならないわけですから、

行政の特色を出しながらというようなことで、

でも、首長だめだから、おまえが行ってこいな

んて言われても、なかなかこれは議員の仕事で

はないと。何かそこで市長が仕掛けるものがあ

るのでないかと。もう少し白鷹と飯豊、小国の

首長に対して優しく当たって、行政組合もある

ではないのかと、こういうような話しかけで進

めていただきたいなと、こう思います。長井市

は単独で市を経営しなくてはならない状況など

も想定しながら私は心配するものでございます。 

  病院ですけれども、三次医療がなされている

ということでしたから、これは安泰しました。

私もずっと回ってみますと、病院に対して小言

を唱える人が非常に多いのですね。これは大変

なのです。今にも息がとまりそうな人を担いで

いっても、ここはベッドがないから帰れとか、

そういう現実の問題としてあるのです。私はか

かわった者ではないのですけれども、担ぎ込ん

だと、この病気にはこの医療機関では手が出せ

ねえんだと。帰ってくれと、帰された。あした、

悪くなったらどうしますかといったら、あした、

また救急車で来てくれと、こういうようなこと

で、１週間に３回救急車で行ったそうなのです

けれども、病人は点滴の程度では回復しなかっ

た。病気はだんだんだんだん進むばっかりだっ
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たそうです。そこで、お医者さんに入院を再三

にわたってお願いしても、余りいい返事が出な

いのです。これは申し上げたくない部分でござ

いますから、申し上げませんけれども、余り核

に当たりますと、私が弛緩剤を打たれると大変

ですから申し上げません。こんな状況にあるわ

けなので、まず、職員の皆さんも親切でないな

んていうふうなことで、よし、おれが関連質問

するぞというふうな声がかりもありましたけれ

ども、職員の皆さんにもやはり市民のためにな

るような、そういうようなことについて教育面

で頑張っていただきたいなと思います。 

  時間がないそうですから、ここでご意見を承

って終わりたいと思います。 

○鈴木良雄議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 研修、これ以外にやっていらっ

しゃるんですよ。各課ごともやっぱりおやりに

なっていますし、旅行をしながら、二日、三日、

一泊とか、それから友人同士でも結構いらっし

ゃるんです、これは。だから、私は、職員の皆

さん、意外によく研修しているなと、行ってい

るなというあれはあるのです。自費でやってい

るのですから、自分たちで。これは全体で必要

な研修については、もう総務課長がしゃべれば

20分になりますから、10分ぐらいかな。それは

それでやっておりますので、ひとつご理解をい

ただきたいと思います。 

  農業、法人、文化祭はいいな。 

  西置賜、それは13年のときには相当やりまし

たけれども、それは情勢も変わっている、予算

も組められている時期もありますから、それは

やおやおとは言いますが、あのとき、そういう

のに行ったのはけしからん、撤回しろなんて言

われた人もいたからな。そんなことは聞かなか

ったけれども、やっぱり私なりにもちゃんと言

うことを言いながらやっていきたいと。西置賜

の信頼はしっかりと私は、そんなこととは別に、

これまでも公平にやってきていると思います。

やっぱり住民のために信頼され、心通う病院と

いうのが、これは坪井療監が今度勇退なさるわ

けですが、坪井療監なんかがよく言われた、そ

れが病院の基本理念なのですよね。しかし、や

っぱりあのとおり忙しいと、多少のやっぱりあ

れはあるのかもしれません。それはそれでしっ

かりと受けとめて、具体的にその問題、その問

題についてやっぱり対応していくということを

しながら、やっぱり信頼され、心通う病院にし

なきゃいかんなというふうに、職員の皆さんに

も申し上げていきたいと思います。 

  以上です。 

○鈴木良雄議長 中井 晃企画調整課長。 

○中井 晃企画調整課長 お答えいたします。 

  構造改革特区であっせんします農地といいま

すか、その市があっせんするというような行為

は基本的には考えておりません。農地につきま

しては、農業委員会で今方針として持っており

ます担い手への集積、また地域内での農地の集

積というのを基本的に考えておりますので、法

人の参入に当たりまして、市があっせんをする

というようなことは特には考えておりませんで、

基本的な方針の中で、地権者との関係でそうし

た法人への農地の集約を希望される方があった

場合に、こうした特区に基づいた事業を展開と

いうふうに考えております。 

  また、レインボープランのその特区というこ

とで、レインボープラン堆肥以外は対象となら

ないのかということでございますが、長井ダム

の伐採木を利用いたしまして堆肥化を進めてお

ります。そういった堆肥をどういった位置づけ

にするかというのは、今、農協さんとレインボ

ープラン協議会の皆さんで協議をしていただこ

うということでお願いをしておりまして、間も

なく協議が始まる予定になっております。基本

的にはレインボープランの堆肥に限らず、地域

循環といった形で堆肥化されるものにつきまし

ては、広く対象にしていきたいというふうな考



 

―４７― 

＋

え方は持っております。ただ、まだ協議が始ま

ろうとしている段階ですので、現在のところは、

どこまでそれを含めていいのかというのはまだ

明確にはなっていない状況であります。 

○鈴木良雄議長 竹田辰雄教育長。 

○竹田辰雄教育長 お答え申し上げます。 

  東京芸大オーケストラと第九を歌おうという

事業を計画しているわけでございますが、これ

は頭に50周年記念という冠はついてございます

けれども、最初に50周年ありきという事業では

ございません。先ほど市長の答弁にもございま

したように、これまでさまざまな文化団体、音

楽、グループ等が中心になって、バンドでオペ

ラであるとか、長井でオペラであるとか、ある

いは四季賛歌、四季のいろどり、そういったさ

まざまな事業を盛り上がりの中で実施してきま

して、その延長線上に位置づけた事業でござい

ます。できるだけ広く市民の方々にもご参加い

ただき、また鑑賞という面からすると、大幅に

市民の方々にもご参加いただけると思いますの

で、ぜひ成功できるように進めていきたいと思

っているところでございます。 

○鈴木良雄議長 ここで昼食のため、暫時休憩い

たします。 

  再開は午後１時といたします。 

 

 

     午前 １１時５８分 休憩 

     午後  １時００分 再開 

 

 

○鈴木良雄議長 休憩前に復し、午前に引き続き、

会議を再開いたします。 

  午前に引き続き、市政一般に関する質問を続

行いたします。 

 

 

   蒲生光男議員の質問 

 

 

○鈴木良雄議長 順位３番、議席番号９番、蒲生

光男議員。 

   （９番蒲生光男議員登壇） （拍手） 

○９番 蒲生光男議員 私はフォーラム２１を代

表し、質問いたします。市長以下、皆様方には

明快な答弁をお願いをしておきたいと思います。 

  さて、長井市ほか上山、村山、寒河江各市18

町村が市制施行50周年を迎えます。住民参加型

で多彩にイベントを計画していると、新聞報道

ですが、長井市はかつてない財政苦境に直面、

過去最高の22億円という公債費負担、交付税は

予想をはるかに上回る減額、基金を借りて２万、

３万という補助金なども減額して予算を組みま

した。さらに、長井、南陽、川西、飯豊での合

併も来年３月まで結論を出さなければならない

という、まさに16年度は節目の年であります。

私たちフォーラム２１は、全国で最も行革とい

う点で革新的取り組みをしている太田市、志木

市を訪問しました。また、その足でマルコン電

子の親企業である日本ケミコン本社を訪問し、

常盤会長ほかトップ経営陣と懇談、15日には青

梅市長を訪問し、全国一の市民マラソン大会に

参加してまいりました。 

  質問の１番ですが、先人の遺訓に学ぶについ

てお聞きをいたします。マルコン電子は昭和12

年、当時長井町の予算の80％を割いて10万坪の

用地を取得し誘致に成功しました。上村辰五郎

さんの回顧録には、東芝堀川町本社に行き、交

渉した経緯や、堀川町工場のような大工場を建

設してもらおうとして努力された様子が記述さ

れております。昭和12年８月４日に議会に提案

され、議決されました。 

  マルコン電子の前身は「東京電器株式会社」

で、その前身は「東芝長井工場」であります。

一時東京電器は1,500人以上の社員を擁した、

長井市の地域経済のまさに牽引役であり、大正


